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休日当直医

2/04(日)

2/11(日)

2/18(日)

2/25(日)

3/03(日)

カネニ石油（旭町） 

たけだ石油（元町） 

江口石油（大岐）、福山石油（足摺岬）

久松石油（越前町）

カネニ石油（旭町）  

日曜営業ガソリンスタンド

総　数

男

女

出　生

死　亡

転　入

転　出

世帯数

11,943人
5,666人
6,277人
3人
34人
16人
15人

6,865世帯

前月比

－30人
－12人
－18人
1人
6人
－6人
－10人
－13世帯

市民の動き 令和5年12月31日現在

お知らせ

2/04(日)

2/11(日)

2/12(祝)

2/18(日)

2/23(祝)

2/25(日)

3/03(日)

①市民全員にＭeji-Ca3,000円分のポイントを給付します。
　対象者：令和6年2月1日（木）に土佐清水市民であること（全市民）
　給付日：令和6年2月1日（木）12時、申請などの手続きは不要
②令和6年2月からMeji-Caプレミアムポイントが5％に変わります!
　期　間：令和6年2月1日（木）9時から令和7年3月31日（月）まで
　①と②の詳細は16ページをご覧ください。

「いのちの電話」相談電話 ひとりで悩まないで、こころの苦しみを、お話しください。

あなたがつらいとき、近くにいます。

高知いのちの電話協会
☎ 088－824－6300
毎日9時から21時まで
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　　１月３日、市民文化会館において ｢令和６年 土佐清水市成人式｣ が行われ、

７３名が式典に出席しました。

　式典では、市長をはじめ関係者よりお祝いの言葉が送られた後、新成人への記

念品の贈呈・新成人を代表して田村凌さん、上田真子さんから誓いの言葉が述

べられ、決意を新たに輝かしい門出の一日となりました。

　式典終了後のアトラクションでは、中学時代の恩師からのメッセージ・思い

出の写真が上映され、大きな歓声があがっていました。また、清水小学校で行わ

れた集合写真の後は懐かしい友人や恩師との記念撮影を行うなど談笑の輪が広

がっていました。

新成人の皆さん、今後のさらなるご活躍を期待しています。

※民法改正により令和４年４月１日から成年年齢が２０歳から１８歳に引き下

　げられましたが、本市の「成人式」及び記事中の「新成人」は２０歳になる方を

　対象としています。
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多
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の
中
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水
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。

　

ま
た
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今
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友
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。
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迎
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　令和６年４月１日より、窪津経由の足摺国際ホテル前発、清水プラザパル行きのバス運行ルートが一部改正となります。

　改正により、７時１１分足摺国際ホテル前発便については、「四国電気保安協会清水事務所前」では乗降できなくなります。
　ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

【改正内容】

【　　　便：第１便（７時１１分足摺国際ホテル前発）清水プラザパル行きのみ

【改正時期：令和６年４月１日より変更。

【問い合わせ先】
【企画財政課政策企画係　☎８２－１２１７　
【西南交通株式会社　　　☎０８８０－３４－１２６６

路線バス（窪津経由-足摺国際ホテル前発-清水プラザパル行き）
のバス運行ルート　一部改正について（お知らせ）

令和６年４月使用分（令和６年５月１日以降の検針分）から、
水道料金を改定します。

　 本市の水道事業は給水人口の減少に伴う水道料金の減収に加え、老朽化した施設等の更新や維持管理に要する費用が増大しており、今

後さらに厳しい財政状況となることが見込まれております。

　このため、運営に必要な収入を確保し、事業の収支バランスの均衡を図るため、現行の基本料金と超過料金を平均２０％増額改定す

ることになりました。今後とも、安心・安全な水の安定供給に努めてまいりますので、皆様のご理解、ご協力をよろしくお願いします。

【水道料金計算例】用途： 一般用、口径：13mm、使用水量：20㎥/月の場合  

〇現　行（基本料金 0880円＋メーター使用料 120円＋超過料金（150円×10㎥））×消費税10％＝ 2,750円

〇改定後（基本料金 1080円＋メーター使用料 120円＋超過料金（180円×10㎥））×消費税10％＝ 3,300円　※現行から20％増

【問い合わせ先】水道課　庶務係　☎82-1117（直通）

現行料金料 【令和６年３月使用分まで】（税抜き）

一般用

浴場用

船舶用

臨時用

－

－

－

－

150円

80円

200円

200円

10㎥

まで

1㎥

につき

880円

料金（１か月につき）

基本

水量

用途
基本

料金

超過

水量

超過

料金
口径

013mm

020mm

025mm

030mm

040mm

050mm

075mm

100mm

使用料

0,120円

0,150円

0,200円

0,320円

0,370円

2,200円

2,730円

3,460円

メーター使用料
（１か月につき）

新料金表 【令和６年４月使用分から】（税抜き）

一般用

浴場用

船舶用

臨時用

－

－

－

－

180円

90円

300円

250円

10㎥

まで

1㎥

につき

1,080円

料金（１か月につき）

基本

水量

用途
基本

料金

超過

水量

超過

料金
口径

013mm

020mm

025mm

030mm

040mm

050mm

075mm

100mm

使用料

0,120円

0,150円

0,200円

0,320円

0,370円

2,200円

2,730円

3,460円

メーター使用料
（１か月につき）

※メーター使用料は改定なし

水道料金改定のお知らせ

サニー
マート四国電気

保安協会

ローソン
旭町店

ローソン
清水ヶ丘店

清水
中学校

現行 改正

プラザ
パル

市役所

サニー
マート四国電気

保安協会

ローソン
旭町店

ローソン
清水ヶ丘店

清水
中学校

プラザ
パル

市役所
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中村税務署からのお知らせ 

確定申告は便利なe-Taxで！ 

【来場される際のご注意】
　・会場では、ご自身のスマートフォンを使用した申告を推奨しています。
　・翌年以降、ご自宅等で申告を行っていただけるよう、会場内でのスマートフォン（又はパソコン）の操作は
　　ご自身で行っていただきます。
◆ 受付時間
　８時 30 分～16 時（相談開始は９時から）
　入場整理券の配付状況に応じて、受付を早めに締め切る場合や後日の案内となる場合があります
　＊贈与税や譲渡所得について申告相談を希望される方は、担当職員が従事している、3月4日（月）以降にお越
　　しください。
◆ 来場の際の必要書類
　① 確定申告のお知らせはがき
　② 源泉徴収票等の申告書作成に必要な書類
　③ マイナンバーカード等の本人確認書

①自宅等からネット(スマートフォン・パソコン)で申告
　税務署に行かなくても、国税庁ホームページの「確定申告等作成コーナー」で申告書
　を作成し、自宅等からネットで提出(送信)できます。
　また、スマホ専用画面をご利用いただける方の範囲も広がっています。
②24時間いつでも利用可能
③還付がスピーディー
　e-Taxで申告された還付申告は3週間程度で処理しています。
　※自宅等からe-Taxで1月・2月に申告した場合は、2～3週間程度で処理しています。
④添付書類を提出省略
　生命保険料控除の証明書等の添付書類は提出不要です（自宅で保管）。
１ マイナンバーカード(電子証明書)の取得
　 住民票のある市町村に交付申請し、マイナンバーカードを取得してください。
　 マイナンバーカードの交付に関するご質問については、住民票のある市町村窓口へ
　 お問合せください。
２ ＩＣカードリーダライタ又はスマートフォンの用意
　 マイナンバーカードに対応したＩＣカードリーダライタは、地方公共団体情報シス
　 テム機構が運営する「公共認証サービスポータルサイト」でご確認の上、用意してく
　 ださい。
　 なお、マイナンバーカードを利用して申告される方は、利用者証明用電子証明書（数
　 字４桁）及び署名用電子証明書（英数字６文字以上 16 文字以下）のパスワードが必
　 要です。

【マイナンバーカードをお持ちでない方も！】
【ID・パスワード方式で e-Tax 申告ができます！
【用意するもの ID（利用者識別番号）パスワード（暗証番号）
【※発行を希望される方は、申告されるご本人が顔写真付きの本人確認書類をお持ちの 
【　上、お近くの税務署にお越しください。
【※ID・パスワード方式は暫定的な対応です。お早めにマイナンバーカードの取得をお
【　願いします。

中村税務署では、令和６年２月 16 日（金）から 3 月 15 日（金）まで、税務署内に
所得税・消費税・贈与税の申告会場を設置しています。（土・日曜日及び祝日は除く。）

【問い合わせ先】e-Tax・作成コーナーヘルプデスク 確定申告電話相談センター　☎ 0570-00-5901

e-Taxを
利用すると…

申告と納税は期限内に!

所得税及び復興特別所得税
贈与税  3月15日(金)

消費税及び地方消費税
4月1日(月) 

e-Taxのご利用に当たっては
事前に準備が必要です 

確定申告書等作成コーナーはこちらから

4令 和６年 2 月号



第46回足摺半島一周駅伝大会
～ご声援をお願いします～

　足摺半島一周駅伝大会が昨年に引き続き下記日程にて開

催されます。皆様の温かいご声援をよろしくお願いいたしま

す。（天候等により日程変更・中止となる場合があります。）

開催日時　２月２５日（日）

　　　　　１０時　スタート

　　　　　（足摺岬市営駐車場～津呂～窪津～鹿島公園）

　　　　　正　午　再スタート

　　　　　（鹿島公園～中浜～臼碆～松尾～足摺岬市営駐車場）

参加予定　県下市町村職員６０チーム

主　　催　（一財）高知県市町村職員互助会

主　　管　土佐清水市

協　　賛　高知県市町村職員共済組合・高知市職員厚生会

後　　援　土佐清水市教育委員会・土佐清水市観光協会・　

　　　　　足摺岬地区旅館組合

【問い合わせ先】　総務課人事係　☎８２－１１１１

令和6年度　市県民税の申告について信号機の運用開始
【問い合わせ先】税務課市民税係　☎８２－１１２９

　市県民税の申告相談を下記の日程により行います。
　申告は個人ごとですので、前年中に収入を有する方はそれぞ
れ申告をお願いします
１．市役所税務課での実施期間及び受付時間
　　（12時～13時は申告の受付を行っておりません）
　　・申告期間：2月16日(金)～3月15日(金)までの平日　
　　・受付時間：9時～16時30分
２．各会場の実施日時　
　　各会場での申告ができない方は、ご都合のよい平日に市役
　　所税務課にて、申告をお願いします。
【ご注意】
　○収入が全く無かった方でも、国保・後期・介護保険等に加
　　入されている場合や福祉・公営住宅・ 教育関係制度等にお
　　いて、所得課税証明書等が必要な場合は市県民税の申告が
　　必要となりますので、申告期間内に収入が無い旨の申告を
　　お願いします。
　○収入・必要経費、医療費控除につきましては事前に集計を
　　お願いします。
　　集計していない場合、受付をお断りする場合もあります。
　○例年申告相談会場は込み合う時間帯がございます。新型コ
　　ロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送での申告をご利
　　用ください。また、所得税の申告につきましては、e-tax
　　のご利用をお願いいたします。詳しくは国税庁のHPをご覧
　　ください。

　ローソン土佐清水清水ヶ丘店前の交差点に新たに信号機が設

置されます。

　信号機の運用開始日時は

　令和6年2月5日（月）13時からとなります。

　ドライバーの皆さん、ご通行の際は信号機の見落とし、停止

車両、横断歩行者に十分気をつけて下さい。

　歩行者、自転車の方は、1回の信号で渡りきれない際は、中

央分離帯で次の青信号に変わるのを待って渡るようにお願いし

ます。

【問い合わせ先】清水警察庁舎　☎ 82-0110

【申告に必要なもの】

対　象　地　区
三崎浦
竜串・爪白・平ノ段
下ノ段・斧積
上野・下益野・浜益野
下川口郷・下川口浦・宗呂上・宗呂下
貝ノ川郷・貝ノ川浦・大津・横峯・
歯朶ノ浦・藤ノ川・鳥渕・鉾ノ平・坂井・
有永・珠々玉・木ノ川・片粕・松山
大岐・以布利・窪津・津呂・足摺岬・
松尾・大浜・中浜
下浦・市野 ・々市野瀬・大八
船場・小方・長野・大川内・鍵掛・久百々
立石・東谷・布浦・布郷

月

2

マイナンバー
確認書類
本人確認書類

営業、農業、不動
産等

給与収入

公的年金等収入

満期保険金等の
受領

前年中に支払っ
た右のもの

医療費控除を
受ける場合
障害者控除を
受ける場合
寄附金控除を
受ける場合

マイナンバーカード（個人番号カード）またはマイ
ナンバー通知カード
運転免許証・パスポート・身体障害者手帳・健康保
険証等
収入と経費のわかる帳簿等（事前に収支を計算した
もの）

源泉徴収票

源泉徴収票

支払の計算書等（収入額と必要経費等がわかるもの）

(ア)生命保険・地震保険・国民年金保険料・小規模
企業共済等の控除証明書等
※源泉徴収票に記載があり確認できる場合は不要
(イ)健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険の領
収書・納付証明等

前年中に支払った医療費の自己負担額を集計したもの

障害者手帳等

寄附した団体から発行された証明書等

日

10

11

17

18

24

25

曜日

土

日

土

日

土

日

時　間
09:30～11:30
13:00～15:00
09:30～11:30
13:00～15:00
09:30～11:30

13:00～15:00

09:00～11:30
13:00～15:00
09:30～11:30
13:00～15:00
10:00～11:30

会　場

三崎
市民センター

下川口
市民センター

市役所

下ノ加江
市民センター
布漁民センター
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じんけん課からのお知らせ　☎８２－１１２４

弁護士無料相談
　家庭や職場・地域などで困っていることや心配ごとがあり
ましたら、一人で悩まずにご相談ください。

■時　　間：10 時～ 12 時　※1 人 30 分以内です。
■開催場所：中央公民館２階会議室  
■同じ内容の相談は１回限りです。また、担当弁護士が既に相手方
　の相談を受けている場合は、相談を受けることができません。

次回相談日 2 月 8 日（木）

偶数月
第２木曜日

事前予約が
必要です

身近な11の人権課題について(第20回）
～外国人の人権～

　土佐清水市が取り組む身近な人権課題の一つが、「外国人」の
人権問題です。
　2016（平成28）年に、「ヘイトスピーチ解消法（本邦外出身者
に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関す
る法律）」が制定されました。
　この法律は、2013（平成25）年頃より東京・新大久保や大阪・
鶴橋で、一部の団体が「朝鮮人を殺せ」などと叫ぶデモを繰り返
し、社会問題化したことなどから制定されたものです。
　なぜ、在日韓国人・朝鮮人が人としての尊厳を傷つけられた
り差別を受けるのでしょうか。それは日本が戦前まで朝鮮を植
民地化していたことに遡るとのことです。その2世3世の時代が
来ています。差別をしている団体・人々は在日韓国人・朝鮮人を
差別し、自分たち日本人だけが良ければいいと考えているので
しょうか。
　これはとても危険な考え方です。第二次世界大戦を引き起こ
したドイツ・ヒトラーの考えと似ています。ドイツは、第一次世
界大戦によって多額の負債を追うことになりました。これに追
い打ちをかけたのが、1929年に始まった世界恐慌。ドイツでは
失業者が続出し、人々の間に不安感がうずまいていました。そ
んな中、政権についたナチスは、「ユダヤ人が全ての問題の原因
である」と考え、ユダヤ人であるという理由だけで、ユダヤ人を
大虐殺したのです。ユダヤ人を迫害することは、ドイツ人が生
き残る戦いと考えられていました。
　「ヘイトスピーチ解消法」ができたことで、在日韓国人・朝鮮
人に対するデモなどでの聞くに堪えない言葉は減り、一定の効
果はあったものの、インターネット上の差別投稿は止まず、被
害は後を絶たないといいます。
　自由にものが言える社会は守りたい。しかし他人を傷つけて
いることは、自由をはき違えていると言えます。匿名だからとい
って言いたい放題言っていいものではありません。堂々と実名
で、自分の意見を言えないのでしょうか。ネット炎上することで、
自分に刃が向けられることが怖いのでしょう。ある程度の規制
はかけられていますが、まだ十分なものではありません。
　ネットの誹謗中傷の規制は大事なことです。しかし、まず人
として、同じ人間として、外国人を差別せず、他人を思いやり、
仲間を大事に、助け合ったりする。この基本的な人権の尊重か
ら始めなければいけないのではないかと強く思う次第です。

相談は無料で秘密は厳守されます。安心してご相談ください。

　日時：２月８日（木）　１０時～1２時、１３時～１５時

　場所：市役所２階　第３会議室

【問い合わせ先】総務課広聴広報係　☎８２－１１３４

【事例１】

　毎日のように「何にでも効く」という健康食品の勧誘電話がか

かってくる。あまりにしつこいので購入を承諾してしまった。届

いたサプリを飲んでみたが効果もないし、金額も約11万円と高

額だ。年金生活で支払いも厳しく、解約したい。　　　  （80歳代）

【事例２】

　お得な電気料金のプランがあると電話がかかってくる。現在の

契約業者や家族構成を聞かれるが、それには答えず「必要ない」と

言っているのに、何度も電話がある。電話が来ないようにしてほ

しい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （80歳代）

【アドバイス】

 ・はっきり断っているのに、事業者が再度勧誘の電話をするこ

　とは、特定商取引法で禁止されています。しつこい事業者には、

　法律違反であることを伝え、きっぱり断りましょう。

・断る際は、事業者名、連絡先等を聞いた上で「いりません」「興味

　ありません」「取引するつもりはありません」などと、はっきり

　した言葉で意思を伝えましょう。

・迷惑電話対策機能が付いた電話や留守電機能を活用して、知ら

　ない人からの電話にはすぐに出ないことも、しつこい勧誘電話

　対策として有効です。

・断り切れず購入しても、クーリング・オフ等ができる場合があ

　ります。困ったときは、すぐに消費生活センター（消費者ホット

　ライン「１８８（いやや）」）にご相談ください。

（独立行政法人国民生活センター 見守り新鮮情報 第465号）

※幡多広域消費生活センターでは、出前講座（無料）による啓発活

　動を実施しています。お気軽にお問い合わせください。

〒787-0012　四万十市右山五月町８番13号

（アピアさつき２階駐車場西側）

☎：0880-34-8805　FAX：0880-34-8809

消費者ホットライン：188

〈相談受付〉月～金曜日（祝日及び年末年始を除く）

　　9時～12時 / 13時～17時　　　

行政相談のお知らせ

幡多広域消費生活センター便り
断っているのに

しつこい勧誘電話 法律違反です

　令和5年度第4回人権教育推進講座を下記とおり開催いたします。

　皆さまのご参加をお待ちしております。（当日、受講可能です。）

　日　時　2月20日（火）13時30分～15時30分

　会　場　中央公民館３階多目的ホール　※オンライン開催

　テーマ　高齢者の人権について

　　　　　「高齢者の人権の守り方と守られ方」

　　　　　山口県立大学　学長　田中　マキ子　さん 

令和5(2023)年度

土佐清水市人権教育推進講座
受講
無料

幡多広域消費生活センター
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令令令和和和和 年和４４４４４４４４令令令令令令令和和令令令令令令令令令令令令令和令和４年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年令和４年度　決 算 公 表
令和4年度決算および財政状況をご報告します。

1年間のお金を1世帯・1人当たりに換算したら　人口：12,161人　世帯：6,926（R5.3.31住民基本台帳）

納めた税金　　　1世帯当たり　　0,164,602円
　　　　　　　　1人当たり　　　0,093,745円

使われたお金　　1世帯当たり　　1,520,489円
　　　　　　　　1人当たり　　　0,865,958円

主な事業

土佐清水総合公園体育館屋根改修 竜串福祉センター改築工事道の駅めじかの里土佐清水
（土佐清水市地場産品販売施設）

特別会計の状況
特定の事業を行うための特別会計は、公営企業会計の水道事業を含めて6つの会計があります。

特　別　会　計

水 道 事 業（ 3 条 支 出 ）

国 民 健 康 保 険 事 業

介 護 保 険

特別養護老人ホームしおさい

後 期 高 齢 者 医 療

再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 事 業

歳　　入

2億8,733万円

20億5,130万円

18億6,620万円

4億124万円

3億1,484万円

1億773万円

歳　　出

2億8,405万円

19億6,772万円

16億6,979万円

4億124万円

3億875万円

1億12万円

決算収支

328万円

8,358万円

1億9,640万円

0円

609万円

762万円

※端数調整の関係上、合計額と一致しない場合があります。一般会計の状況
（繰越明許費を含む）

歳入 歳出
　市税

11億4,003万円
10.6%

使用料及び手数料
3億100万円

2.8%

分担金及び負担金
1,294万円

0.1%
  財産収入

1,452万円 0.1%

寄附金
1億7,992万円 1.7%

繰入金
1億2,150万円 1.1%

繰越金
3億7,365万円 3.5%

諸収入
2億3,202万円 2.1%

地方譲与税等
4億5,300万円 4.2%

　地方交付税
45億5,508万円

42.2%

  国庫支出金
　18億2,204万円

16.9%

  県支出金
7億6,128万円

7.0%

  市債
8億3,717万円

7.7%

  貸付金
6,220万円

0.6%

  積立金
3億4,515万円

3.3%

人件費
19億2,324万円

18.3%

  扶助費
13億2,820万円

12.6%

  公債費
16億9,172万円

16.1%
  物件費

12億9,396万円
12.3%維持補修費

6,391万円 0.6%

  繰出金
 9億7,172万円

9.2%

  普通建設事業費
15億6,345万円

14.8%

  災害復旧事業費
2,487万円 0.2%

補助費等
12億6,247万円

12.0%

義務的
 経費
47.0%

その他
38.0%

投資的経費
15.0%

歳出
105億3,089
万円

目的別歳出決算額の構成 総額：105億3,089万円

議会費
9,566万円
0.9％

　総務費
13億1,957万円

12.5％

　民生費
24億4,817万円

23.3％

　衛生費
13億2,444万円

12.6％

　農林水産業費
6億7,143万円

6.4％

　商工費
9億1,337万円

8.7％

消防費
5億915万円

4.8％

災害復旧費
2,487万円

0.2％

  公債費
16億9,172万円

16.1％

土木費
9億3,899万円

8.9％

　教育費
5億9,352万円

5.6％

歳入
108億415
万円

　依存財源
78.0%

　自主財源
22.0%
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（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（Ｅ）

（Ｆ）

（Ｇ）

（Ｈ）

（Ｉ）

（Ｊ）

歳入決算額

歳出決算額

翌年度に繰り越すべき財源

単年度収支

財政調整基金積立

財政調整基金取崩

繰上償還金

歳入歳出差引額（形式収支）
（Ａ）－（Ｂ）

実質収支
（Ｃ）－（Ｄ）

実質単年度収支
（Ｆ）+（Ｇ）-（Ｈ）+（Ｉ）

108億415万円

105億3,089万円

2億7,325万円

2,498万円

2億4,828万円

▲6,242万円

1億6,002万円

0円

0円

9,760万円

実 質 赤 字 比 率

連結実質赤字比率

実 質 公 債 費 比 率

将 来 負 担 比 率

令和4年度決算

赤字なし

赤字なし

16.6%

65.7%

早期健全化基準

14.73%

19.73%

25.0%

350.0%

財政再生基準

20.0%

30.0%

35.0%

実質単年度収支の状況
 実質単年度収支は、財政調整基金の積立てや取崩

しなど、家計で例えると、預貯金の積立てや解約と

いった資産の増減の要素を除いた、当該年度におけ

る実質的な収支のことです。

　

　表のとおり、令和4年度の一般会計の決算につい

ては、形式収支（Ｃ）、実質収支（Ｅ）とも黒字となっ

ており、財政調整基金の取崩しや積立てを行わな

かった場合の収支である実質単年度収支（Ｊ）につ

いても9,760万円の黒字となりました。

[参考]

単年度収支＝当年度実質収支－前年度実質収支

※端数調整の関係上、計算式と一致しない場合があ

　ります。

　地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年６月２２日公布）に基づき、地方公共団体の財政状況を客観的

に表し、財政の早期健全化や再生の必要性を判断するための「健全化判断比率」を公表します。また、公営企業に関する

「資金不足比率」もあわせて公表します。

■実 質 赤 字 比 率　一般会計等（普通会計）を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率

■連結実質赤字比率　全会計を対象とした実質赤字額（または資金不足額）の標準財政規模に対する比率

■実質公債費比率　一般会計等が負担する元利償還金および準元利償還金の標準財政規模に対する比率

■将 来 負 担 比 率　一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率

■資 金 不 足 比 率　公営企業の資金不足額の事業規模に対する比率

指　　　標

健全化判断比率

水 道 事 業 会 計

再生可能エネルギー事業特別会計

令和4年度決算

資金不足なし

資金不足なし

経営健全化基準

20.0％

20.0％

指　　　標

資金不足比率

令和４年度　決算に基づく健全化判断比率等の公表について

【令和4年度決算に基づく算定結果】
　いずれの指標においても、財政再生基準および早期健全化基準を上回る指標はありませんでした。
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ヒトと地域の魅力発見！　第3回冬季大学講座ヒトと地域の魅力発見！　第3回冬季大学講座ヒトと地域の魅力発見！　第3回冬季大学講座

公民館サークル発表会

  演題『土佐清水バラ抜き節の軌跡』

うまれてきてくれてうまれてきてくれて
ありがとうありがとう

うまれてきてくれて
ありがとう

グリーンハイツ　　　

　　　　北村 庵さん
令和5年10月23日生まれ

　「元気に大きくなってね☆」

いおり

元町　伊賀原 朱杜さん
令和5年10月27日生まれ

　「姉兄に負けず　　　　

　　　　逞しく育ってね！」

す　　ず

◎日時：2月23日（金・祝）10時～11時15分　※開場：9時30分／講演時間約60分

◎会場：中央公民館　3階多目的ホール

◎定員：50名　　◎対象：どなたでも　　◎受講料：無料

◎お申し込み：お電話または中央公民館窓口へ　※2月20日締切

　第３回の講師は「土佐清水バラ抜き節保存会」の方々です。
　魚のまち・土佐清水の歴史そのものと言っても過言ではないカツオの節づくり。
　そこから生まれた「バラ抜き節」は、その時代に生きた女性たちの魂の唄と踊りで、大きな歴史的・民俗
的価値を備えています。
　今回は継承活動に励む保存会から３名をお招きし、これまでの歩みや今後の展望などをお話しいただきま
す。皆さまのご来場をお待ちしています。

　市内の公民館サークルが、民踊・各種体操・吹奏楽などの
様々なステージを披露します。皆さまのご来場をお待ちして
います。
■日時：3月10日（日）13時～16時30分　※開場：12時30分
■会場：中央公民館　3階多目的ホール
■申込不要・入場無料
＜出演サークル＞
清吟会　哲山流清水愛吟会
秀鳳流日本吟詠会　泉韶吟詠会
ふるさと民踊野菊会
三崎民踊クラブ　民踊のぎく会
土佐清水バラ抜き節保存会
蓮の会　さくら歌謡体操クラブ
3B体操しぶき会　土佐清水吹奏楽団
コーラス波音　コーラス野バラ

　幕末から明治の日本に大きな影響を与えたジョン万次郎。
試練となった漂流体験と無人島での生活を、高知の青年団が
演じます。

講師　土佐清水バラ抜き節保存会
杉村京子さん／仮谷悦子さん／弘畑眞百合さん

　土佐清水市唯一の無形文化財「バラ抜き節」の

保存・継承を目的に平成26年発足。現在は公民

館や小学校での体験教室をはじめ、市内外の様々

なイベントに出演しPRに励んでいる。令和５年

10月には「第1回土佐の伝統芸能まつり」に出演

した。杉村さん、仮谷さん、弘畑さんは発足時か

らのメンバー。

スペシャルプログラム
劇団高知家青年団『ジョン万次郎』※仮題


